
タ
カ
ヤ
ゴ
ウ
高
家
郷
羽
咋
郡
の
古
郷
名
。
和

名
抄
で
は
多
加
也
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
し
か
し
日
本
地

理
志
料
に
は
、
信
・
戯
に
太
支
倍
、
佐
渡
に
多
加
俗
文

は
多
介
怖
と
制
ん
だ
例
を
引
い
て
、
多
加
也
の
訓
を

不
可
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
所
在
は
詳
か
で
な
い
。

タ
ガ
ヤ
ス
キ
ヨ
多
賀
鹿
清
逝
務
中
市
計
・
典
腕
。

貨
は
直
方
の
二
男
で
、
組
直
定
の
後
を
党
け
て
二
千

石
を
袈
ぎ
、
人
持
組
に
列
し
、
写
保
十
五
年
定
火
消

に
任
じ
、
十
六
年
直
方
の
退
路
に
際
し
そ
の
除
千
百

を
併
せ
、
合
計
三
千
石
と
な
り
、
箆
延
三
年
小
松
城

濡
に
溜
り
、
賛
同
日
五
年
四
周
踏
め
、
明
和
六
年
二
用

品
川
二
日
七
十
五
践
を
以
て
mm
。
子
採
批
々
務
に
仕
へ

る。タ
カ
ヤ
ス
シ
ョ
ウ
高
安
庄
越
殺
到
三
州
志
に
、

信
機
家
闘
の
時
、
石
川
郡
高
安
庄
野
々
市
に
邸
を
築

き
、
そ
の
子
儒
家
、
そ
の
子
家
近
こ
L

に
府
を
定
め

た
と
記
し
、
註
に
高
安
庄
は
古
庄
践
で
あ
ら
う
が
、

今
は
そ
の
名
が
な
い
と
し
て
ゐ
る
。
野
々
市
は
抑
野

庄
で
あ
り
、
誕
に
近
代
は
白
樫
庄
で
あ
る
が
、
野
々

市
に
あ
っ
た
大
采
寺
の
培
聞
に
お
安
粁
が
あ
る
か

ら
、
さ
う
し
た
出
鋭
の
存
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
知

り
得
な
い
。

タ
カ
ヤ
ナ
ギ
高
柳
河
北
部
桜
周
院
に
幽
す
る

総
務
。

タ
カ
ヤ
ナ
ギ
キ
チ
ザ
Z

モ
ン
・
高
槻
吉
左
衛
門

前
川
利
常
の
時
の
御
歩
。
或
時
利
常
が
御
歩
の
姓
名

の
帯
上
を
そ
の
顕
に
命
じ
た
が
、
聞
は
苦
左
衛
門
を

腕
し
た
。
利
常
乃
ち
苦
左
衛
門
に
、
汝
は
聞
に
附
越

を
鈎
さ
ど
る
に
よ
っ
て
倫
巡
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
え

る
。
知
行
百
石
を
奥
へ
る
に
よ
っ
て
、
瞬
き
屋
般
を

受
け
、
樹
を
揃
ゑ
て
そ
の
果
貨
を
附
っ
た
な
ら
ば
立

身
す
る
で
あ
ら
う
と
言
う
た
。
事
は
異
本
微
妙
公
夜

話
に
記
さ
れ
る
。

タ
カ

タ
カ
ヤ
ナ
ギ
ゴ
ロ
ザ
エ
モ
ン
高
柳
豆
町
左
衛
門

点
字
二
年
御
歩
と
な
り
、
資
永
七
年
小
照
に
滋
ん
で

新
知
百
石
を
党
け
、
亭
保
八
年
柳
原
御
前
附
御
用
人

政
と
し
て
組
外
に
列
し
、
三
十
石
を
加
へ
、
十
九
年

七
十
一
践
を
以
て
授
。
子
採
四
代
五
郎
左
獄
門
の
時

天
明
五
年
流
刑
に
磁
せ
ら
れ
て
断
絶
し
た
。

タ
カ
ヤ
ナ
ギ
ジ
ユ
ン
ゴ
高
槻
順
伍
鳳
京
都
熊

野
良
宗
束
波
光
栄
寺
の
併
。
一
名
続
空
。
高
食
感
疑

に
m
m
?

び
、
祭
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
後
見
服
警
の
嗣
と
な

っ
た
が
、
未
だ
住
持
せ
ず
し
て
明
治
十
四
年
九
用
十

五
日
五
十
二
援
を
以
て
寂
し
た
。
法
名
上
海
院
。

夕
方
ヤ
マ
高
山
能
楽
部
白
峰
の
内
の
小
字
。

タ
カ
ヤ
マ
カ
ン
ベ
Z

高
山
勘
兵
衛
養
失
主
計

は
前

m利
好
の
庖
で
三
百
五
十
.
石
を
領
し
た
。
勘
兵

衛
越
前
附
巾
に
於
い
て
前
刷
利
家
に
仕
へ
、
三
百
石

を
受
け
た
。
子
mm
相
織
ぐ
。

タ
カ
ヤ
マ
ケ
ン
高
山
懸

J
ケ

Y

セ
イ
腕
制
。

タ
カ
ヤ
マ
ゴ
ン
ゲ
ン
高
山
積
現

J
オ
ホ
ミ
ネ

ジ
y
ジ
ヤ
大
略
称
枇
。

タ
カ
ヤ
マ
ザ
イ
パ
ン
高
山
在
番
元
勝
一
札
年
七

局
什
入
日
務
附
は
飛
脚
・
両
山
城
主
金
森
紙
告
を
出
羽

上
山
に
移
し
、
高
山
は
窓
械
と
な
っ
た
か
ら
、
八
用

什
二
日
老
中
戸

m忠
白
よ

0
、
食
封
一
一
向
.ZM
の
軍
役

に
相
常
す
る
加
賀
滞
の
人
m
m
を
強
は
し
て
屯
成
せ
し

む
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
前
凶
綱
紀
乃
ち
馬
組
関
永

井
織
郎
正
良
・
使
香
川

Tm消
左
衛
門
・
梢
日
中
村
伊
兵

衛
を
祇
越
す
る
こ
L

と
し
、
九
用
十
日
正
良
等
に
軍

令
を
授
け
、
製
日
江
戸
を
渡
し
て
金
探
に
蹄
り
、
次

い
で
官
岡
山
に
赴
か
し
め
た
が
、
上
下
の
政
一
千
除
人

で
あ
っ
た
。
正
良
の
こ
L

に
留
る
こ
と
牢
践
の
後
、

藤
問
安
勝
の
部
隊
之
に
代
り
、
次
い
で
棒
閃
求
馬
・

野
村
五
郎
兵
衛
・
山
崎
源
五
左
衛
門
各
学
畿
保
に
交

代
し
た
が
、
元
除
八
年
春
和
国
小
右
衛
門
の
そ
の
任

A 

， 

， 

‘ 

に
常
ら
ん
と
す
る
際
、
幕
府
は
高
山
城
腹
段
の
事
を

命
じ
た
の
で
、
小
右
衛
門
の
出
震
を
止
め
、
大
小
勝

組
奥
村
市
右
衛
門
を
駿
城
の
主
管
た
ら
し
め
、
作
事

奉
行
近
藤
三
郎
左
衛
門
・
普
論
奉
行
前
回
消
入
以
下

を
鴎
せ
し
め
て
そ
の
任
務
を
終
っ
た
。

タ
カ
ヤ
マ
ザ
イ
パ
ン
キ
高
山
在
番
記
五
冊
。

元
晶
体
五
年
八
用
品
u
二
目
前
回
綱
紀
が
幕
府
か
ら
飛
郡

高
山
城
の
守
備
を
命
ぜ
ら
れ
て
か
ら
、
毎
年
務
士
を

祇
誼
交
代
せ
し
め
、
八
年
六
周
廿
九
日
陵
城
引
揚
と

な
り
、
金
揮
に
於
い
て
慰
努
の
震
能
見
物
を
命
じ
た

る
ま
で
の
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。

タ
カ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ
ズ
高
山
按
園
金
森
出
雲
守

頼
告
の
肢
た
高
山
城
の
闘
で
、
前
回
綱
紀
の
命
に
よ

り
郵
か
し
め
た
も
の
。
城
郭
惣
闘
・
本
丸
屋
形
闘
・
二
，

丸
屋
形
闘
・
ニ
，
丸
庭
樹
院
殿
屋
政
闘
各
一
帳
、
外
に

飛
騨
同
闘
が
添
へ
て
あ
る
。

タ
カ
ヤ
マ
ナ
ガ
フ
サ
高
山
長
一
房
泊
稽
右
近
。

部
は
長
房
又
は
友
静
。
施
髭
し
て
南
坊
等
伯
と
い

ひ
、
耶
蘇
教
名
を
ド
y
・
ジ
ュ
ー
ス
ト
と
言
う
た
。

南
坊
は
ミ
ナ
ミ
ノ
ポ
ウ
と
削
ん
だ
の
で
あ
る
。
鋪
棒

高
槻
城
主
ド
y
・
ダ
リ
オ
高
山
飛
瞬
の
子
。
天
正
六

年
長
問
聞
は
荒
木
村
軍
に
黛
し
て
織

m信
長
に
敵
し
た

が
、
信
長
は
そ
の
信
仰
の
自
闘
を
奥
へ
る
保
件
を
以

て
、
十
一
周
之
を
除
せ
し
め
た
。
十
年
流
用
長
房
狩

に
山
陽
に
入
っ
て
羽
柴
秀
吉
を
援
け
ん
と
し
た
が
、

曾
明
智
光
秀
が
事
を
邸
中
げ
た
か
ら
、
秀
吉
と
尼
崎
に

曾
し
て
先
鈴
と
な
り
、
光
秀
を
討
っ
て
功
が
あ
っ
た
。

十
一
年
初
ヶ
瀬
の
践
に
文
秀
吉
に
毘
し
、
中
川
消
秀

と
築
を
列
ね
て
賎
宇
田
町
を
守
っ
た
が
、
清
秀
の
敗
死

す
る
に
及
び
、
長
房
は
遮
れ
て
木
本
の
羽
柴
秀
長
の

陣
に
按
じ
た
。
是
よ
り
秀
吉
は
漸
く
長
房
を
排
一
序
す

る
色
が
あ
っ
た
。
十
五
年
秀
吉
九
州
を
征
L
、
長
房

は
播
磨
明
石
の
城
主
と
し
て
之
に
従
う
た
。
然
る
に

噌 、. 
， 

. 、

タ
カ
ラ
グ
ラ
イ
シ

御
費
減
。五

O
九

賓
礎
石 c 

') 
J
オ
タ
カ
-
フ
グ
ラ

こ
の
際
秀
吉
は
基
督
教
を
禁
止
し
た
の
で
、
長
房
に

も
改
宗
を
命
じ
た
が
、
長
房
は
之
を
背
ぜ
ず

L
て
港

に
そ
の
領
を
奪
は
れ
た
。
長
房
乃
ち
小
商
行
長
の
領

小
豆
島
に
隠
れ
た
が
、
十
六
年
行
授
は
封
を
肥
後
の

宇
土
に
移
さ
れ
た
鑓
に
、
有
馬
附
信
の
領
邑
有
馬
に

赴
い
た
。
阪
に
し
て
秀
吉
は
長
房
を
赦
す
の
怠
あ
る

こ
と
を
告
げ
た
か
ら
、
長
男
は
命
に
従
う
て
大
坂
に

赴
き
、
秀
吉
が
徳
川
家
康
又
は
前
旧
利
家
に
臣
事
せ

し
め
ん
と
の
窓
を
受
け
て
、
長
房
は
利
{
裁
を
選
ん

だ
。
食
封
は
こ
高
七
千
石
と
も
一
一
品
石
と
も
、
政
米

三
高
二
千
俵
と
も
偲
へ
て
、
詩
書
の
記
す
る
所
同
じ

く
な
い
。
是
を
以
て
十
八
年
秀
育
の
闘
東
征
伐
の

際
、
長
房
利
家
の
幕
下
と
し
て
之
に
随
ひ
、
隠
長
四

年
に
は
利
長
の
協
に
金
制
作
城
を
修
築
し
、
五
年
大
型

寺
の
役
に

m陣
し
、
十
四
年
文
高
附
城
設
計
の
任
に

詰
っ
た
。
然
る
に
十
八
年
家
康
の
外
敬
を
禁
止
す
る

に
常
り
、
長
房
は
改
宗
を
肯
ぜ
ず
し
て
純
に
就
い
た

が
、
之
を
報
じ
た
前
回
利
常
の
使
札
は
、
十
九
年
正

用
品
川
八
日
を
以
て
駿
府
に
建
し
た
。
長
居
、
安
ジ
ユ

ス
タ
・
子
十
次
郎
と
北
ハ
に
金
制
仰
を
渡
し
、
そ
の
女
の

横
山
賎
玄
に
嫁
し
て
陪
た
も
の
も
、
夫
に
離
別
し
て

矢
に
随
う
た
。
自
民
房
は
十
一
月
品
川
一
日
〈
隣
府
十
二

用
廿
一
日
〉
白
宋
に
着
し
た
が
、
そ
の
後
四
十
日
に

し
て
鉱
烈
な
る
熱
病
に
佼
さ
れ
、
元
和
元
年
正
月
八

日
ハ
臨
時
二
周
五
日
〉
六
十
三
践
を
以
て
残
し
た
。
民

房
の
金
滞
に
於
け
る
住
所
は
、
今
の
.
石
捕
紳
祉
の
向

か
う
、
後
に
問
問
氏
等
の
郎
地
と
な
っ
た
も
の
が
そ

れ
で
あ
っ
た
0

・
禅
問
鳳
卿
の
設
に
此
の
地
も
と
大
来

寺
の
寺
地
で
あ
っ
た
と
い
ひ
、
閥
事
目
披
問
答
に
長

房
の
組
問
第
を
本
多
安
房
の
郎
地
と
す
る
も
の
は
皆
非

で
あ
る
。


